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相模女子大学に対する大学評価（認証評価）結果 

 

 

 

Ⅰ 判 定 

 

2021（令和３）年度大学評価の結果、相模女子大学は本協会の大学基準に適合してい

ると認定する。 

認定の期間は、2022（令和４）年４月１日から2029（令和11）年３月31日までとする。 

 

 

Ⅱ 総 評 

 相模女子大学は、大学の目的として「女子に広く高度な知識を授けるとともに、深く

専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させ、建学の精神『高

潔善美』にもとづく教養ある人材を育成する」ことを、大学院の目的として「高い職業

倫理を基礎とした豊かな学識と高度の研究能力を備えた人材を養成することによって、

社会に貢献する」ことを定め、その実現のために「見つめる人になる。見つける人にな

る。」というスローガンを掲げている。また、2020（令和２）年度以降の学園像として

「Sagami Vision 2020」を示し、大学の理念・目的を踏まえた新たな中期計画を策定

し、教育研究活動に取り組んでいる。 

 質保証の体制を強化すべく、2019（令和元）年度より学長を委員長とする「質保証委

員会」を新設し、全学的な内部質保証システムの整備に取り組んできた。これによって、

従来は、学長を委員長とする「自己点検評価委員会」が自己点検・評価を実施し、大学

評議会での審議を経て、教授会を通じて各学部・学科、事務部が活動の改善・向上を図

る仕組みであったが、「質保証委員会」が自己点検・評価に係る基本方針を策定し、そ

れに基づき「自己点検評価委員会」が自己点検・評価に取り組み、その結果を「質保証

委員会」に報告して改善・向上の方策を策定したうえで大学評議会へ上程する仕組みと

なった。これによって、各委員会・会議体の役割が明確になり、円滑な改善・向上のシ

ステムが整備されたが、このシステムは実質的には今回の自己点検・評価及び大学評価

の結果に基づく改善活動から機能することになるため、十全に機能させ、質保証に取り

組んでいくことが望まれる。 

 教育については、学部・研究科において、大学全体の学位授与方針（ディプロマ・ポ

リシー）、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）及び学生の受け入れ

方針（アドミッション・ポリシー）を定め、教育課程の編成・実施方針に沿って適切に

教育課程を編成している。また、学部・学科の枠組みを越えた新しい教育システムとし

て、副専攻制度である「学科横断プログラム」を 2016（平成 28）年度に開始している。
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さらに、学科・研究科ごとに教育課程の順次性及び体系性を配慮し、カリキュラム・ツ

リー（マップ）を作成しており、全ての学科・研究科において科目ナンバリングを導入

するなど、教育課程の体系化と効果的な学習の実現に努めている。 

 2018（平成 30）年度に「夢をかなえるセンター」を開設し、これまでの地域ボランテ

ィアや海外交流などの学生のキャリア形成と連動した活動を「Sagami チャレンジプロ

グラム」として取りまとめ、学生の活動前後における目標設定及びその振り返りを「マ

ーガレットスタディ」という学習方法として構築し、社会貢献による体験を通じた自主

的なキャリア形成につなげるべく活動を深化させていることは特筆すべき取り組みと

して評価できる。 

一方、改善すべき点や今後の実質的な運用が求められる事項がある。教育に関して、

学習の活性化と実質化の観点から、履修単位の上限を超えて履修登録を認める場合の

運用方法の改善が求められる。また、一部の学科・研究科で収容定員に対する在籍学生

数比率に問題があることから、大学全体として定員管理を徹底することが強く求めら

れる。 

 今後は、学習成果の把握について、策定されたアセスメントポリシーに基づいた学習

成果の測定方法が検討段階にあることから、全学としての教学マネジメントのもとで

取り組みを進められたい。また、新たに構築された内部質保証体制を実質的に運用する

ことによって、長所として挙げた取り組みをさらに伸長させるとともに、今般の点検・

評価を通じて見出された問題点を解決していくことが望まれる。それらの取り組みに

よって、さらなる発展と飛躍を期待したい。 

   

 

Ⅲ 概評及び提言 

１ 理念・目的 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の

目的を適切に設定しているか。 

大学の目的として「女子に広く高度な知識を授けるとともに、深く専門の学芸を

教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させ、建学の精神『高潔善美』

にもとづく教養ある人材を育成する」ことを「相模女子大学学則」（以下、学則と

いう。）に定めている。大学の理念・目的を踏まえて各学部の目的を設定し、各学

部における目的を達成するため、各学科の専門性に基づく目的を設定していると

判断できる。また、大学院の目的は、「相模女子大学大学院学則」（以下、大学院学

則という。）に「高い職業倫理を基礎とした豊かな学識と高度の研究能力を備えた

人材を養成することによって、社会に貢献すること」と定めたうえで、博士前期課

程及び博士後期課程の目的をそれぞれ設定している。ただし、栄養科学研究科では、
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博士前期課程と博士後期課程それぞれの課程における教育目標を定めているにも

かかわらず、目的は同一となっていることから、課程ごとに目的を設定することが

望まれる。 

一方、専門職大学院の目的は、「相模女子大学専門職大学院学則」（以下、専門職

大学院学則という。）に、社会起業家には関連分野の豊かな学識と科学的な研究能

力が必須であることを踏まえて、「高い職業倫理を基礎とした豊かな学識と高度の

研究能力を備えた人材を養成することによって、社会に貢献すること」と定めてお

り、目的と研究科の専門性に基づき、社会起業研究科の目的を設定していると判断

できる。 

 

② 大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に

明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

大学及び各学部・学科の目的は学則に、大学院及び各研究科の目的は、大学院学

則及び専門職大学院学則に明示している。また、これらの目的を大学ホームページ

で公表している。さらに、毎年度発行する『Student Handbook』に学則を掲載する

など、学生への周知も図っている。 

2010（平成 22）年には、創立 110 周年の節目として、目的の達成に向けた新た

なスローガンとして「見つめる人になる。見つける人になる。」を定め、女性なら

ではのしなやかな発想力、豊かな包容力を身につけながら、「地域社会の未来を女

性ならではの着眼点で発想し、貢献する女性を育成すること」を、より具体的な目

標として定め、ホームページで公表している。また、地元企業とのコラボレーショ

ンによる「さがみ発想コンテスト」を継続的に開催するなど、目標の実現に向けた

さまざまな社会貢献活動を通じて、大学の目的を広く社会に伝えている。さらに、

2011（平成 23）年度からは、全ての授業科目を「見つめる科目」と「見つける科

目」に分類し、シラバスの「先生からのメッセージ」欄で明示することにより、学

生たちにスローガンの理解・意識を高める工夫を行うなど、さまざまな活動を展開

している。 

 

③ 大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していくため、大学とし

て将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

2020（令和２）年度には、創立 120周年を迎えることから、これ以降の学園のあ

りたい姿を「Sagami Vision 2020」として策定しており、学園の新しい教育目標を

「未来を予測することが困難な社会にあって生涯学び続け、知性に裏付けられた

勇気と強さを内に持つ自立した女性の育成」及び「女性のしなやかな発想力と包容

力を身につけながら、未来を、社会を見つめ、道を、答えを見つける人材の育成」

と定めている。また、学園の新しい教育目標を踏まえた５つの約束として「学園の
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教育力の向上」「教育課程の充実」「学園連携教育の展開」「社会連携教育の推進」

「安定した経営基盤の確立」を柱とし、その方向性を示している。さらに、「Sagami 

Vision 2020」を具現化するために中長期計画を策定し、その進捗状況については

年度ごとの事業報告書で報告している。 

なお、2021（令和３）年度以降に向けては、大学の理念・目的を踏まえた新たな

中期計画を策定しており、この計画では「ＳＤＧｓを指針とした、開かれた大学へ」

をテーマとし、「地域社会と繋がる教育」「学際的・領域横断的な知」「学修プロセ

スの可視化」「社会人のリカレント」の４つの基本方針を盛り込んでいる。これに

よって、大学の目的、各学部･研究科における目的等を実現していくために、大学

として将来を見据えた中・長期の計画と諸施策を設定していると判断できる。 

 

２ 内部質保証＜概評＞ 

① 内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

2019（令和元）年度に従来の「相模女子大学自己点検評価委員会規程」等を廃止

し、新たに「相模女子大学内部質保証に関する規程」を制定し、内部質保証の目的

として「教育研究活動等の諸活動を恒常的に点検評価し、その結果を検証して改善

に結びつけることにより、教育研究の質を継続的に向上させる仕組みを構築し、教

育研究に係る適切な水準の維持及びその向上を図る」ことを明示している。また、

内部質保証の目的を達成するための組織として「質保証委員会」を、自己点検・評

価を担う組織として「自己点検評価委員会」を置くことを定め、それぞれの委員会

の構成や所掌事項を規定している。 

さらに、2020（令和２）年度には「相模女子大学内部質保証の基本方針」を定め、

内部質保証に係る組織体制と運用プロセスを明示している。これらの規程及び基

本方針は、大学ホームページに掲載し、公表している。 

 

② 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

従来は、学長を委員長とする「自己点検評価委員会」において自己点検・評価を

行い、大学評議会及び教授会を通じて各学部・学科、事務部の活動を改善・向上さ

せる仕組みとしていたが、2019（令和元）年度より全学的な内部質保証システムを

整備すべく、新たに学長を委員長とする「質保証委員会」を設置し、これに伴い「自

己点検評価委員会」の委員長を副学長（総務担当）が担うことに変更した。 

新たに構築したシステムでは、「質保証委員会」が内部質保証について責任と権

限を有する組織となり、同委員会が自己点検・評価に係る基本方針の策定、点検及

び調整、改善の監理、結果の公表を審議する役割を担い、委員長のほかに副学長、

総務担当理事、事務局長、学園事務部長、大学事務部長、夢をかなえるセンター部

長、学事企画課長等を構成員としている。同委員会で策定した自己点検・評価に係
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る基本方針や計画に基づき、「自己点検評価委員会」が自己点検・評価に係る項目

及び実施体制を審議・決定し、各部局での自己点検・評価活動を推進するとともに、

自己点検・評価の結果のとりまとめを行うこととしている。とりまとめられた自己

点検・評価の結果は、改善事項を付したうえで「質保証委員会」に報告し、同委員

会で方針に基づいた内容であるかを確認し、フィードバックする内容を「学長室会

議」において意見交換した後、大学評議会や教授会に報告することとなっている。

そのうえで「質保証委員会」で改善が必要であると判断した場合には、各部局に対

し期限を定めたうえで改善を行うよう指示することで改善につなげる仕組みを構

築しており、これによって「質保証委員会」を主体とする内部質保証システムが整

備されている。 

このほか、全学的な教学マネジメントを担う組織として、学長のもとに大学の運

営上の戦略的かつ重点的な事項について企画・立案及び調査・分析等を行う「学長

室会議」が置かれている。 

 

③ 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針の策定について

は、「学長室会議」において協議し、大学評議会において全学的な方針の審議を行

っている。今後は、「質保証委員会」において、点検・評価結果に基づいて適切性

の確認を行ったうえで「学長室会議」において全学的に協議し、大学評議会で審議・

決定することとなっている。 

各学部・学科、研究科、事務部門の自己点検・評価について、2020（令和２）年

度より「自己点検評価委員会」において春学期・秋学期の半期ごとに自己点検・評

価を実施し、次年度の事業計画や予算編成方針の策定につなげる仕組みを構築し

ている。 

各部局等の自己点検・評価に基づき、「自己点検評価委員会」で全学的な自己点

検・評価を行って「点検評価報告書」を作成し、これに基づき「質保証委員会」で

教育研究の諸活動に対する有効性を確認し、点検・評価結果としてまとめるととも

に問題点や課題を指摘し、改善事項については、各部局で改善・改革に取り組み、

その状況を「質保証委員会」に報告する仕組みとなっている。2020（令和２）年度

はこのシステムに基づき自己点検・評価を行い、2021（令和３）年度には「質保証

委員会」で改善事項を検討しており、改善に向けた取り組みが始まっていることか

ら、内部質保証システムは一定程度機能しているといえる。 

自己点検・評価の客観性・妥当性を確保するため、産業界等による外部評価や学

生代表からの意見聴取を実施しており、包括協定を締結している外部団体や企業

等から、３つのポリシーを踏まえた教育活動の適切性に関する意見、自己点検・評

価結果を踏まえた意見、学習成果の内容等に対する意見を聴取している。 
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前回の大学評価で指摘された事項については、当時の「自己点検評価委員会」の

指示のもと、対応・改善が行われている。なお、2020（令和２）年に社会起業研究

科社会企業専攻（専門職学位課程）を設置した際には文部科学省等からの指摘事項

は付されていない。 

 

④ 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表

し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

教育研究活動等の状況について、大学ホームページに「大学案内」及び「情報の

公開」ページを設け、各種情報を公表している。また、学科における取り組みにつ

いても、大学ホームページに各種活動報告を掲載しているほか、学生が参加してい

る社会貢献活動や国際教育の紹介、課外活動の状況を学生向けに紹介するため、

「夢をかなえるセンター特設サイト」を設置し、同サイトを学生による運営として

いる。さらに、2019（令和元）年度までの毎年の自己点検・評価結果を公表し（2020

（令和２）年度からは半期ごとに実施）、認証評価の結果や認証評価時の点検・評

価報告書、改善報告書についても大学ホームページに掲載している。 

 

⑤ 内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

前回の大学評価を 2014（平成 26）年度に受けた際に、各部局と全学の自己点検・

評価をつなげる仕組みの必要性を指摘され、これを受けて 2016（平成 28）年度に

「自己点検評価規程」を改定し、年度単位で学部・学科、事務部における自己点検・

評価を実施することに変更した。その後、2019（令和元）年度に上述のように「質

保証委員会」を推進組織とする新たな内部質保証システムを構築し、2020（令和２）

年度には自己点検・評価を半期ごとに行う仕組みへと改変しており、これまでに自

己点検・評価の仕組みを見直し、内部質保証システムの整備に着手するといったシ

ステム改善に向けて取り組んでいる。 

新たな内部質保証システムの適切性・有効性については、「質保証委員会」にて

全学的なＰＤＣＡサイクルの有効性等を確認するとしている。同委員会を中心と

した内部質保証システム及び大学評議会、「学長室会議」の体制は緒についたばか

りであり、今後は同委員会を中心としたシステムに基づき、改善・向上に向けた取

り組みを進めていくことを期待したい。 

 

３ 教育研究組織 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織

の設置状況は適切であるか。 
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大学の目的のもと、学芸学部（日本語日本文学科・英語文化コミュニケーション

学科・子ども教育学科・メディア情報学科・生活デザイン学科）、人間社会学部（社

会マネジメント学科・人間心理学科）、栄養科学部（健康栄養学科・管理栄養学科）

の３学部９学科を設けている。大学院については、栄養科学研究科と社会起業研究

科（専門職大学院）の２研究科３専攻を設置している。 

また、付属組織として「子育て支援センター」「教職センター」を設置している。

子ども教育学科の新設に伴い 2010（平成 22）年に発足した「子育て支援センター」

は、特別な支援を必要とする子どもの保護者を主な対象として、相談事業、子育て

支援事業、研修事業を柱に活動を行っており、人間心理学科の教員が加わることに

よって事業内容を拡充し、センター事業に関わる学生も増えている。2016（平成 28）

年に開設された「教職センター」は、全学的な教員養成・保育士養成支援機関とし

て、教員や保育士を目指す学生や卒業生の支援を多方面にわたって行っている。こ

のほか、さまざまな地域との連携活動を所管する連携教育推進課を中心とした｢夢

をかなえるセンター｣を設置して、正課外の活動を学生の成長につなげるための支

援を行うなど、教育活動の一翼を担っている。 

以上のことから、学部学科の垣根を越えて教職協働でそれぞれの教育研究組織

が学生の教育支援にあたっており、大学全体としても教育研究組織の設置状況は

適切であると判断できる。 

 

② 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結

果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究組織の適切性の点検・評価については、毎年、「自己点検評価委員会」

から各学部・学科・研究科、事務部門へ自己点検・評価の実施を依頼し、各部局に

おいて行われている。各部局で実施した自己点検・評価の結果は、自己点検評価報

告書として「自己点検評価委員会」でとりまとめ、「質保証委員会」に報告する。

「質保証委員会」では、大学の理念・目的と教育研究組織の整合性について評価を

行い、その結果及び改善事項について各部局に指摘することで改善を促している。 

なお、2018（平成 30）年度に、大学改革プロジェクトチームを設置して、｢募集

改善｣｢クロスオーバー型教育｣｢新しい教育システム｣について検討し、2020（令和

２）年度には、社会起業研究科（専門職大学院）を開設し、学部を基礎としない研

究科を置くことで横断的・複合的な教育研究を可能とするなど、教育研究組織の改

善・向上に取り組んでいる。 

 

４ 教育課程・学習成果 

＜概評＞ 

① 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 
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大学の目的を実現するために、前述のようなスローガンを軸に据えて学位授与

方針を定めている。大学全体の学位授与方針では、各学科で取得した能力・知識・

技能に加えて、「専門領域のみならず、社会におけるさまざまな場において多角的

視点でものごとを見つめ、身につけた知識や技能と柔軟な発想力を活用して社会

や生活に役立つ新しいことを生み出すことができる」等の３項目を身につけた者

に学位を授与するとしている。そのうえで、各学科・研究科の学位授与方針では、

各分野に求められる能力、知識、技能を具体的に定めている。例えば、学芸学部子

ども教育学科では、「教育者・保育者として求められる専門的知識および思考力・

判断力」などの４項目、栄養科学研究科博士前期課程では「栄養科学の各領域につ

いての現状と課題を挙げることができる」「専門領域における社会ニーズに対応で

き、教育や研究に貢献できる」などの４項目、社会起業研究科（専門職学位課程）

では「経営学の知識・技術を活用しながら、グローバル化や技術革新などの環境変

化を踏まえて、社会的課題解決のための戦略を立案し、起業するための能力を身に

付けている」などの５項目にわたる知識・技能等を学習成果として定めている。 

いずれも大学ホームページをはじめ、『大学案内』『Student Handbook』等を通じ

て学内外へ公表している。 

 

② 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

大学全体の教育課程編成・実施の方針として、学位授与方針と同様に、スローガ

ンを軸に据えて「幅広い分野の知識や技能を身につけ、学際的な視点から専門分野

を捉える能力を育成するために全学共通科目を設置する」などの３項目を定めて

おり、学位授与方針と教育課程の編成・実施方針は連関性を保持している。学部に

おいては、学科ごとに大学全体の方針を踏まえ、それぞれの学位授与方針に基づき

教育課程の編成・実施の方針を定めており、例えば、学芸学部子ども教育学科では

「教育・保育等にかかわる多様な体験的学びを通して、企画力やコミュニケーショ

ン能力を培うとともに、自立した判断力と行動力を養う」ことなどの５項目を定め

ている。大学院においては、各研究科の専門分野に応じた教育課程を編成すること

としており、栄養科学研究科博士前期課程では「栄養科学における幅広い人材育成

を目指し、栄養生理領域、病態栄養領域、保健栄養領域、食品栄養領域の４領域に

大別し、教員を配置し授業科目を設定する」等の４項目、社会起業研究科（専門職

学位課程）では「社会起業にかかわるマネジメント、社会的課題解決の戦略、起業

技術の各分野について、必要な授業科目を基礎から応用まで順序立てて用意する」

等の９項目を定めている。 

さらに、各学科・研究科ごとにカリキュラムの趣旨・構成に関する説明を

『Student Handbook』に明記している。いずれもホームページをはじめ、『大学案

内』『Student Handbook』等を通じて学内外へ公表している。 
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③ 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、

教育課程を体系的に編成しているか。 

学部では、大学全体の教育課程の編成・実施方針に則り、教養教育として全学共

通科目、各学部等では専門教育科目を設置している。具体的には、全学共通科目は、

「基礎共通科目」「共通教養科目」「語学科目」「実践科目」で構成しており、１年

次の必修科目である「さがみ総合講座」や所属の学科教員が担当する「基礎教育講

座」については、初年次教育を担う重要な科目と位置付けている。また、専門教育

科目は、大学での学びの基礎を固める「基礎科目」「導入科目」、専門分野の基礎を

学ぶ「基幹科目」「展開科目」、専門的な研究科目で実践的能力を高める「専門演習」

「ゼミナール」のほか、４年間の集大成として「卒業研究」など、各教育課程の編

成・実施方針に基づいて科目を設置している。例えば、学芸学部生活デザイン学科

では、空間デザイン、生産デザイン、視覚デザインの３領域の科目とともに領域を

横断する科目を設置し、プロジェクトを通じた実践的な教育を行っている。その他

の学部・学科においても、実践的な学びを重視し、資格取得に応じたカリキュラム

を体系的に編成している。また、各科目の関係性や教育効果の高い学びの順序を示

すことを目的として、全ての学科・研究科において科目ナンバリングを導入してい

る。これらのことから、各学位課程にふさわしい授業科目を配置し、体系的にカリ

キュラムを編成していると判断できる。 

研究科においては、コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育

課程を編成し、専門分野に応じた研究を可能としている。例えば、栄養科学研究科

では、栄養科学の基礎領域から専門領域へ発展的に移行できるように科目を配当

し、講義科目を受講しながら、並行して学位論文の作成に取り組めるよう、コース

ワークとリサーチワークを適切に組み合わせている。 

専門職大学院である社会起業研究科では、社会的課題を解決するべく、ビジネス

の手法を用いて実践的に試行する教育を行っている。「基礎科目」「教養科目」で学

んだ理論を「プロジェクト科目」での活動に生かすことで理論と実務の架橋を図る

教育課程を適切に編成している。 

 

④ 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

学生の学びを活性化するための取り組みとして、学部・学科の枠組みを越えた新

しい教育システムである、副専攻制度「学科横断プログラム」を 2016（平成 28）

年度から開始している。また、各学部・研究科では、専門職大学院を除き、授業を

２学期制で１学期あたり定期試験を除く 15週で構成し、各科目の履修定員につい

ても、教育効果を考慮し授業形態に合わせて設定している。このほかに、大学での

学びを支援するため、上級生が新入生の履修登録をサポートする時間を設け、さら
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に、学修・生活支援課の学科担当職員が履修相談を行っている。各学科では学年ご

とにクラス担任制を導入し、授業面での支援や学生同士の交流の促進を図ってい

る。教員はオフィスアワーを設け、学生が授業の質問を受けるようにしている。こ

れらのことから、多彩な授業方法を採り入れ、学生の学習の活性化を図っていると

判断できる。 

履修登録単位数の上限設定について、全学共通科目及び専門教育科目以外の資

格取得に関する科目を履修登録する場合には、上限を超えることを認めており、学

科によっては多数の学生が上限を超えて履修登録し、履修登録単位数が多くなっ

ているため、単位の実質化が十分に図られるよう単位制の趣旨に照らして改善が

求められる。 

シラバスは「シラバス作成要領」に基づいて作成しており、各教員が作成したシ

ラバスについて、第三者がルーブリックを用いて確認を行う仕組みを導入してい

る。また、各科目のシラバスには、全学的なスローガンに関連して「見つめる科目」

あるいは「見つける科目」のいずれかを明記することにより、学生の授業への主体

的な参加を促し、卒業時には「見つける」力としての発想力に優れた卒業研究・卒

業制作等の学業成果を表彰しており、学生にスローガンの理解・意識を深める取り

組みとなっている。 

栄養科学研究科では、研究指導の方法及びスケジュールを『Student Handbook』

を通じて学生に周知し、各大学院学生の研究の進捗については、研究科委員会にお

いて「研究計画書」と「ルーブリック表」を用いて確認している。 

なお、2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症拡大予防の一環として、

学習管理システム（ＬＭＳ：Learning Management System）を活用したオンライン

授業を推進したほか、全学的にシラバスを再点検して教育内容と教育方法の見直

しを行うなど、教育の質の維持に向けた対応が行われていると判断できる。 

 

⑤ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

単位認定については、単位制度の趣旨に基づき適切に単位を設定しており、成績

評価については、各学則において基準を定めるとともに、『Student Handbook』へ

も明記している。また、成績評価の正確性を担保するため、学生は、成績評価に対

して疑義がある場合、指定期間内に学修・生活支援課に申し出ることで事務局を介

して教員に問い合わせることができる。しかし、各学則と各『Student Handbook』

における評価不能の場合に付される評価に関する記載内容が統一されていないの

で、改善が望まれる。 

既修得単位の認定については、学則及び「相模女子大学既修得単位認定細則」等

を定め、各種規程・細則及び要領等に基づき、教授会・研究科委員会・共通教育機

構運営委員会で審議し認定している。なお、大学院における既修得単位の認定につ
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いては、これまで申請・認定の実績がないこともあり、大学院学則に沿った扱いと

してきたが、別に定めるとしている規程を整備することが望まれる。 

卒業及び修了要件については、各学則及び「相模女子大学の学位授与に関する規

程」に明記しており、『Student Handbook』等を通じて学生への周知も図っている。

各学部の卒業認定・学位授与は、教授会で審議承認して決定している。栄養科学研

究科では、「リサーチ・ルーブリック表」による評価基準を導入しており、最終試

験後には研究科委員会で審議して学位授与の可否を判定している。また、社会起業

研究科では、起業・事業開発最終報告書に関連のある授業科目を担当する２名以上

の教員を加えて審査を行っており、実践的な能力を修得している者に対して適切

に単位認定を行っている。 

 

⑥ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

全ての学部を対象にＩＲ推進室が卒業年次生アンケートを実施し、その集計結

果は「質保証委員会」に報告し、同委員会は大学評議会に報告するとともに学科に

フィードバックすることで、学位授与方針と学習成果との関係の点検や教育内容・

方法の改善に用いている。また、学生の学習成果を定性的に把握するための取り組

みとしては、2018（平成 30）年度から年１回、地域社会や産業界等に意見聴取を

行い、聴取結果を「自己点検評価委員会」に報告し、教育課程・学習成果の検証を

行っている。 

学部においては、学位授与方針に示した学習成果の測定のための指標として、卒

業研究・卒業制作の評価、資格試験・国家試験等の成績、卒業年次生アンケートを

掲げており、これらを学位プログラムレベルと授業レベルのアセスメントポリシ

ーとしている。具体的には、英語文化コミュニケーション学科と生活デザイン学科

では、複数の検定や職業と関連のある資格取得を通じて学習成果を測定し、社会マ

ネジメント学科及び人間心理学科両科に共通する社会福祉士課程では、学内模試

及び全国模試等を通じて学習成果を客観的に捉えている。栄養科学部では、４年次

の資格認定試験の成績を指標とすることに加え、臨地校外実習及び教育実習報告

会に向けての報告書作成とプレゼンテーションの過程でグループでの相互評価を

行っている。 

研究科では、学位論文のリサーチ・ルーブリック表による評価法を導入している。 

各学部・学科及び研究科では上記のように学習成果の把握に向けて取り組んで

いるものの、いずれも学科・研究科が個々に行っている取り組みとなっている。ま

た、いずれの学科・研究科も学位授与方針に示した学習成果を部分的に測定しては

いるが、学習成果を十分に把握・評価していない。大学としてもこの課題を認識し、

2020（令和２）年にアセスメントポリシーを新たに策定して、全学的な学習成果の

把握に努めようとしているため、これに沿って、現在各学部・学科及び研究科で実
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施している取り組みを整理し、全学的な方向性をそろえたうえで学位授与方針に

示した学習成果を適切に把握・評価することが求められる。 

 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育課程及びその内容、方法の適切性の点検・評価については、「質保証委員会」

が定めた自己点検・評価の基本方針に則り、各学科・研究科が毎年点検・評価を行

い、「点検評価報告書」にまとめ、「自己点検評価委員会」に提出し、同委員会で取

りまとめたのちに「質保証委員会」に報告している。点検・評価の一連の手続によ

る点検・評価の結果、改善が必要であると判断した場合、「質保証委員会」は、各

学科・研究科に期限を定めたうえで改善活動の実施と結果の報告を求めることが

できるシステムを構築している。ただし、新たな内部質保証システムは 2019（令

和元）年度に整備したばかりであり、このシステムに基づく改善・向上に向けた具

体的な取り組みについては今後に期待したい。 

 

⑧ 教育課程連携協議会を設置し、適切に機能させているか。（学士課程（専門職大学

及び専門職学科）／大学院の専門職学位課程） 

社会起業研究科（専門職学位課程）では、「相模女子大学大学院社会起業研究科

教育課程連携協議会規程」に基づき、「社会起業研究科教育課程連携協議会」を設

置し、構成員の過半数以上を学外の者が占めており適切に構成している。 

同協議会では、産業界等との連携による授業科目の開発及び開設及びその他の

教育課程の編成に関する事項、産業界等との連携による授業の実施と実施状況の

評価に関する事項、その他教育課程の運営に関する事項について協議を行い、適切

に教育課程の編成及びその改善に活用している。 

 

＜提言＞ 

改善課題 

１）履修登録単位数の上限設定において、全学共通科目及び専門教育科目以外の資格

取得に関する科目を履修登録する場合には、上限を超えることを認めている。学

科によっては多数の学生が上限を超えて履修登録し、履修登録単位数が多くな

っているため、単位制の趣旨に照らして単位の実質化が十分に図られるよう改

善が求められる。 

 

５ 学生の受け入れ 

＜概評＞ 

① 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 
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大学全体の学生の受け入れ方針は、前述した大学のスローガンに共感し、あるい

は興味を持つとともに、「勉学を通して自己を磨くとともに、他人と協力・協調し、

社会に貢献する気持ちを持っている」などの３つの「資質・志向を有する人」と定

めている。この大学全体の学生の受け入れ方針を踏まえて、各学科・研究科では学

位課程ごとに学生の受け入れ方針を設定しており、例えば、学芸学部子ども教育学

科では、「子どもの教育という視点から現代社会を広く深く考察したい者」などの

４項目、栄養科学研究科博士前期課程では「栄養科学についての一層の高度な専門

知識を身に付けることで、実務に生かし、社会への還元を目指している者」、社会

起業研究科（専門職学位課程）では「大学院進学の第一の目的として、社会貢献を

考えている者」などの５項目を明示している。 

これらは大学ホームページ、『大学案内』『入学者選抜要項』に明示することで、

周知を図っている。 

 

② 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切

に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

入学者選抜については、学部では、「全学入学委員会」において、入学者選抜制

度の検討、実施、合否判定について審議し、入学者選抜制度の検討、実施について

は大学評議会にて審議・決定し、合否判定については教授会において審議し、学長

が決定している。また、同委員会の事務局である入試課は、入学者選抜の業務全般

を担っており、同委員会と連携を図りながら入学者選抜を実施している。大学院で

は、研究科ごとに、研究科長及び指導教員を構成委員とする研究科委員会において、

学生募集方法及び入学者選抜制度、入学者選抜の実施の検討を行い、合否判定につ

いても、研究科委員会において審議・決定している。 

入学者選抜方法は、学部では、｢学校推薦型選抜｣｢総合型選抜｣｢一般選抜｣｢社会

人特別選抜｣｢大学入学共通テスト利用選抜｣｢編入学試験｣等を設け、多様な学生の

受け入れを目的とした幅広い制度となっている。ただし、入学者選抜方法と学生の

受け入れ方針との整合性の検証については検討の余地が有り、ＧＰＡ以外の指標

を用いるなど、多面的な視点による入学者選抜の妥当性の検証を行うことが望ま

れる。なお、大学院においては、一般入学試験に加え、社会起業研究科（専門職学

位課程）では推薦入学試験を実施し、学生の受け入れ方針に示した実践的な学びを

可能とする入学試験を実施している。 

学生生徒等納付金や奨学金など経済的な支援に関する情報は、『入学者選抜要項』

『入学手続要項』『大学案内』、大学ホームページ等のさまざまな媒体によって情報

提供を行っている。 

入学者選抜の実施に際し、障がい等のため配慮を希望する受験生には、出願前に

問い合わせるよう『入学者選抜要項』に明記し、申し出に基づき、対応している。
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なお、2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、志

願者が多い学校推薦型選抜（指定校）の面接実施が困難な状況になったため、指定

校推薦及び併設校推薦の面接をオンラインで実施したほか、新型コロナウイルス

感染症に対応した文部科学省のガイドラインに基づき大学独自の｢相模女子大学・

相模女子大学短期大学部入学者選抜に係る試験実施のガイドライン｣を策定した

うえで入学試験を実施している。 

これらのことから、入学者選抜に関する体制・プロセスを整備し、公正に入学者

選抜を実施していると判断できる。 

 

③ 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に

基づき適正に管理しているか。 

定員管理については、各学部では、収容定員に対する在籍学生数比率は概ね適切

に管理しているが、学科によっては過去５年間の入学定員に対する入学者数比率

の平均において、著しい未充足あるいは超過の状況が見受けられる。これについて、

各学科長と学長・副学長が定期的な検討会を開催し、学科の特色の明確化と学生募

集活動の強化を図ったことにより、入学定員の未充足については解消されている

ものの、超過の状況は続いているため、大学全体として学士課程の定員管理を徹底

するよう是正されたい。また、大学院においては、収容定員に対する在籍学生数比

率が低い研究科があるため、大学院学生の確保及び適切な定員管理が求められる。

なお、編入学生の受け入れについては、英語文化コミュニケーション学科では定員

を超過した受け入れとなっているが、その他の学科ではいずれも定員未充足とな

っているため、編入学定員に対する適切な管理が望まれる。 

学生の受け入れについては、2014（平成 26）年度の大学評価において定員未充

足を指摘され、その後、学士課程における改善の方策として、上述の取り組みのほ

か、2018（平成 30）年度より教育課程再編と各学科の入学定員の見直しを目的と

した｢大学改革プロジェクトチーム｣を設置して検討を進め、改善につなげている。 

 

④ 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

学生の受け入れの適切性の点検・評価については、学部では、「全学入学委員会」

が中心となって行っている。具体的には、各学科における志願者数や入試制度別、

地域別の志願者数等の情報に基づき入学者選抜の総括を行っている。募集活動の

面でも、オープンキャンパスについては、年度の途中で参加者数やアンケート結果

をもとに振り返りを実施している。また、合否判定の際には、志願者数、合格者数、

手続者数等の情報共有を行っている。大学院では、研究科ごとに研究科委員会が点

検・評価を行っている。点検・評価した事項は、各研究科で「点検評価報告書」を
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作成し、「自己点検評価委員会」でとりまとめ、「質保証委員会」に報告し、改善を

図る仕組みとなっており、それぞれの内容に応じて改善策を検討し、実行している

と判断できる。 

 

＜提言＞ 

改善課題 

１） 栄養科学研究科では、博士後期課程の収容定員に対する在籍学生数比率が 0.17

と低いため、大学院の定員管理を徹底するよう、改善が求められる。 

 

是正勧告 

１） 学芸学部では、生活デザイン学科において、過去５年間の入学定員に対する入学

者数比率の平均が 1.32と高いため、大学全体として学部の定員管理を徹底する

よう、是正されたい。 

 

６ 教員・教員組織 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研究科等の教員 

組織の編制に関する方針を明示しているか。 

教員組織を編制するうえでの考え方を「求める教員像と教員組織の編成方針」に

定めており、求める教員像として｢自由な精神を以て専門領域の研究や活動に意欲

的に取り組み、積極的にその成果を公表するとともに、教育に理解と情熱を持ち、

学生の声にしっかり耳を傾け、ていねいな指導を行うよう、不断の研鑽を厭わない

教員を求める」ことを明示している。 

また、教員組織の編制については、｢大学設置基準等の公的基準を遵守し、カリ

キュラムに必要な教員を適切に配置する｣「教員の募集・任免・承認は公平を旨と

し、透明性を保つ」「年齢構成、男女比、専門分野が著しく偏らないよう配置する｣

ことを方針として示している。 

各学部・学科、各研究科・専攻課程の教員組織の編制方針については、明示して

いないものの、教員人事に関する規程及び教員人事計画を定めており、これに基づ

いて編制している。具体的には、年度当初の「人事委員会」において、教員組織の

現況と大学設置基準における必要専任教員数を確認し、当該年度の退職予定者・任

期満了予定者を踏まえて、人事に関する課題等を意見交換したうえで、次年度に向

けた教員採用計画の方針について審議・決定している。なお、各学部学科・研究科

の求める教員及び教員組織の編制方針については、検討を進めている段階である

ため、全学的な方針を受けて適切な方針を明示することが期待される。 
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② 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員

組織を編制しているか。 

教員組織については、大学全体の編制方針に沿って適切な専任教員を配置して

いる。2020（令和２）年５月１日時点において、学芸学部生活デザイン学科では必

要専任教員数が１名不足していたが、その後、同学科の専任教員を補充し、2021（令

和３）年５月１日現在において必要な基準を満たしている。 

専任教員の年齢構成については、学芸学部及び人間社会学部ではやや偏りがあ

るものの、全体として特定の年齢層への偏りはみられない。また、教員採用にあた

っては、教育及び研究業績に加え、年齢についても考慮しており、専任教員の年齢

構成に偏りが生じないように配慮している。さらに、学部における各学科の主要な

科目（基幹科目）については、原則として専任教員が担当しており、適切に配置し

ている。 

 

③ 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

教員の採用は、｢相模女子大学教員採用手続規程｣｢相模女子大学教員資格審査基

準｣に基づいて行っている。手続については、｢資格審査委員会内規｣に基づいて「資

格審査委員会」で審査を行い、教授会等に報告した後、学長が採否を決定し、大学

評議会へ報告することとしている。 

昇任（昇格）については、学部においては｢相模女子大学教員昇任手続規程｣及び

各学部の「教員昇任に関する内規」に基づいて行っており、「昇任審査委員会」を

設置し、同内規に定めている昇任基準に基づく審査を経て学長が決定し、大学評議

会へ報告する手続となっている。 

研究科においては、研究科委員会において「教員審査委員会」を設置し、｢相模

女子大学大学院栄養科学研究科（博士前期・後期課程）教員資格審査委員会内規｣

｢教員適格性の審査基準内規｣及び｢教員適格性の審査基準となる業績に関する細

則｣に基づき、専任教員の資格を審議し、学長が決定している。 

これらのことから、教員の募集、採用、昇任等に係る手続及び審査体制は適切に

整備されたうえ、適切に行われていると判断できる。 

 

④ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施し、教

員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

ファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）活動については、

｢相模女子大学・相模女子大学短期大学部ファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）委員会規程｣及び｢相模女子大学大学院ファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）委員会規程｣に基づき「ＦＤ委員会」が企画・運営している。「ＦＤ委員会」は

学部・研究科合同で組織し、ＦＤ研修会は、全専任教員を対象に年２回実施してい
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る。｢ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）に基づく学習目標の達成度把握について考え

る｣をテーマに開催した研修会では、これを踏まえた振り返りの取り組みを各学

科・研究科で実施し、各授業科目の到達目標と関連する学位授与方針との整合性に

関するアセスメントを行っている。2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染

症拡大予防の観点から、ＦＤ研修会をオンラインで開催したため、研修会の内容を

録画し、事情により欠席した教員はこれを視聴し、意見を提出するなどの取り組み

を行っている。 

このほか、授業評価アンケートの活用や授業参観、新任教員研修会等が行われて

いる。授業評価アンケートは年２回（春学期、秋学期各１回ずつ）実施し、教員は、

アンケート結果を踏まえた所見（集計結果・記述回答等に対するコメント及び改善

のための方策）を提出することで授業改善に役立てている。栄養科学研究科の授業

評価アンケートの結果は研究科委員会において共有し、研究科長から学長へ提出

することになっている。授業評価において指摘された事項については、速やかに検

討・対処を行うことで、適切な改善につなげている。くわえて、新任の専任教員を

対象に研修会を実施し、大学の沿革や教育の特徴、大学全体の組織体制を説明する

とともに、教員への研究支援の仕組みや研究倫理についても理解を促しており、こ

れをもって研究倫理に関する研修会を兼ねるよう工夫が見られる。 

専門職大学院のＦＤ活動は、研究科委員会を毎月開催するなかでさまざまな授

業改善を検討しているほか、教育活動等についての情報交換を頻繁に行うことで、

教員の資質向上を図っている。 

教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用及び教員の諸活

動については、年に１回｢教員自己評価調査表｣の提出を義務づけており、自己評価

を通じて今後の教育・研究活動レベルの向上を図っている。また、｢教員自己評価

調査表｣の内容に基づき、大学ホームページの教員紹介ページの研究業績、社会貢

献活動等の内容を更新し、広く公開している。 

 

⑤ 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教員組織の適切性の点検・評価については、「人事委員会」において行っており、

同委員会で点検・評価した事項について、「点検評価報告書」を作成し、「自己点検

評価委員会」でとりまとめ、「質保証委員会」へ報告し、改善を図る仕組みとなっ

ている。新たな体制のもとで、人事計画等を進めることを予定しているため、今後

の取り組みに期待したい。 

 

７ 学生支援  

＜概評＞ 
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① 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に関す

る大学としての方針を明示しているか。 

学生が学生生活全般を通じて成長し、学びを深めるための支援方針として「キャ

リア形成支援ポリシー」を定めている。具体的には、「興味・関心を幅広く持ち、

物事の本質を見つめ、筋道を立てて問題を解決する力」「社会との関わりにおける

自分のありかたを考え、他者と柔軟なコミュニケーションをとり、協働できる力」

「『働くこと』の意義を理解し、自分らしい生き方を見つけ出し、プランニングで

きる力」というキャリア形成に必要な学生が身につける３つの力を定めている。こ

の３つの力は教育目標に対応しており、大学として一貫性のある方針を定めてい

る。なお、このポリシーは大学ホームページにて広く社会に公表し、学生には

『Student Handbook』を通じて周知を図っている。 

 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されている

か。また、学生支援は適切に行われているか。 

学修支援及び生活支援については、大学事務部の学修・生活支援課と学科教員の

クラス担任が連携した支援体制を構築している。 

修学支援として、ラーニング・コモンズを設置し、学生の自主的な学習環境を整

備するとともに、上級生による効率的なノートの取り方等の学習に関する講座を

開講するなど、学生間の支援を促している。また、障がいのある学生に対しては、

学生の状況に応じてノートテイクや動画の文字起こしを行うなど、適切な支援に

努めている。学習の継続に困難を抱える学生に対しては、学修・生活支援課職員と

クラス担任で情報共有を行い、早い段階での学生指導・支援によって、長期欠席や

休・退学の防止に努めており適切である。経済的支援として、高等教育の修学支援

新制度・日本学生支援機構奨学金のほか、多様な大学独自の奨学金制度と被災学生

の支援措置制度を整備している。さらに、学費の延納・分納制度、教育訓練給付制

度（専門実践教育訓練講座）の認定のほか、栄養科学研究科では長期履修制度の導

入など、奨学金以外にも柔軟かつ多様な支援策を講じていることから適切と判断

できる。 

生活支援については、地方出身者を対象とした交流会や、オンライン授業の不安

解消を目的とした友達作りの交流会、単位制・通信制高等学校出身者を対象とした

交流会など、入学者の傾向に応じたきめ細かな取り組みを行っている。また、学生

の心身の健康、保健衛生等に関わる指導・相談は、保健センターと学生相談室が役

割を担っており、保健師や看護師、臨床心理士の専門職による支援体制を整備して

いる。ハラスメント防止などの学生の人権保障については、「ハラスメント・ガイ

ドライン」を策定し、「ハラスメント防止・対策委員会」が啓発活動や教職員に対

する研修を行うなど、適切に対応している。 
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進路支援については、「キャリア形成支援ポリシー」に基づき、後述する地域連

携事業に学生が参画することでキャリアを構築していくことを目指しており、社

会連携活動を所管する「夢をかなえるセンター」が主体となって、キャリアカウン

セラーの資格を有する職員との協働で正課外のキャリア教育に取り組んでいる。

具体的には、就職準備に係る講座を開講しているほか、さまざまなボランティア活

動、国際・地域連携活動を体系化した「Sagamiチャレンジプログラム」によって、

体験的な学びを通じたキャリア形成を実施していることから適切に行っていると

判断できる。 

 

③ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

学生支援の適切性の点検・評価については、「全学学生支援委員会」「全学キャリ

ア委員会」「社会連携推進委員会」「ハラスメント防止・対策委員会」によって点検・

評価を行い、「点検評価報告書」を作成し、「自己点検評価委員会」でとりまとめら

れた後に、「質保証委員会」に報告し改善を図る仕組みとなっている。これによっ

て、キャリア支援において、「マーガレットスタディ」の学習方法の構築を行う際

に、学生の社会人基礎力を向上させることができるような改善が行われるなど、適

切に改善・向上に向けて取り組んでいる。今後とも新しい内部質保証システムのも

と、学生支援の改善・向上に向けて取り組むことを期待したい。 

 

８ 教育研究等環境 

＜概評＞ 

① 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方

針を明示しているか。 

学生の学習や教員による教育研究活動を支える環境や条件を整備するための方

針として、「Sagami Vision2020」及び 2015（平成 27）年度に策定された中長期計

画において、「学生の主体的な学びや自主学習を支援する体制の確立」「図書館の持

つ学修資料や設備を活かした学生の主体的な学修を促す環境の充実」「大学の情報

教育に必要な環境の構築」の３つを掲げ、大学ホームページで公開している。 

 

② 教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等

の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

キャンパスについては、教育研究活動に必要な校地・校舎面積を確保し、施設・

設備を有している。具体的には、コンピュータ演習室を、専門科目や資格課程科目

での使用のほか、自習を目的とした利用も可能としている。また、自習専用のパソ

コン室も設けている。このほか、グループ学習に利用できる附属図書館内学習室や、
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講義棟ラウンジ内へのパソコンの設置、ラーニング・コモンズスペース等で使用す

るノートパソコンの貸し出しなど、学生の自主的な学習をサポートし、用途に応じ

た多様な学習環境を整備している。 

ネットワーク環境については、無線ＬＡＮの利用を可能にするとともに、学生の

オンライン授業等に必要な環境整備に向けて取り組んでおり、希望者にノートパ

ソコンや Wi-Fi の無償貸与を行っていることに加え、教室にオンライン授業用の

ウェブカメラを設置するとともに、講義棟のネットワーク環境の増強工事を行い、

オンライン授業の充実やネットワークを活用した学生生活の利便性を向上させる

ための十分な対策を講じている。 

施設・設備等の維持・管理については、学園事務部長の所管のもと管財課を担当

部局としており、衛生面の環境保持を行うとともに、環境維持に努めている。また、

校舎の耐震強度の不足が判明したため、新棟を建設し、実験・実習室等の機能を移

転したほか、新入生を対象とした消防避難訓練、学内の退避経路図の教室での掲示、

緊急地震通報システム及び緊急放送が可能なシステムの設置、警備員の配置や夜

間の定期巡回等を行っており、必要な対応をとっていると判断できる。 

バリアフリーへの対応については、「相模女子大学・相模女子大学短期大学部障

がい学生支援に関する基本方針」に基づき、車椅子エレベーター、出入口自動扉化

の実施のほか、段差解消のためのスロープや手すりの設置やいす式階段昇降機を

設置するなど、整備を進めている。 

教職員及び学生の情報倫理の確立に向けた取り組みについては、個人情報保護

方針やソーシャルメディアガイドラインを定め、大学ホームページや『Student 

Handbook』にも記載することで、安全に活用するよう注意喚起を行っている。 

 

③ 図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。また、それらは

適切に機能しているか。 

図書資料の整備については、「図書館運営委員会」において選書等の方針を定め、

選書及び発注、予算管理を行っている。そのうえで、図書館には適切な質・量の図

書、学術雑誌、電子ジャーナル・データベース等を備えている。 

図書館ホームページにデータベース一覧を掲載し、教育研究に必要な学術情報

へのアクセスを可能とし、国立情報学研究所の NACSIS－CAT/ILLに参加し、円滑な

相互利用を行うとともに、総合目録データベースを構築している。また、リンクリ

ゾルバを導入したことにより、資料の横断検索が可能となったほか、国立国会図書

館の図書館向けデジタル化資料送信サービスを利用している。このほか、紀要及び

学位論文を電子化し無償で公開している。 

図書利用環境の整備については、十分な座席数が確保されており、グループ学習

ができる環境を整備しているほか、個室の読書室や畳の閲覧席、資格・検定取得の
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必要な資料を置いた資格・検定学習室、視聴室・視聴覚ホールを備え、利用者の目

的や用途による使い分けを可能としている。また、グループ学習室は、ゼミ等の授

業でも利用可能となっており、研究分野に特化したデータベースの利用方法等の

ガイダンスも実施している。 

図書館には、専門的な資格（司書資格）を有する専任職員を置いているほか、業

務委託による嘱託職員も配置しており、適切な人的支援を行っているといえる。 

 

④ 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図っ

ているか。 

中長期計画において、魅力ある教育研究と安全な学習に必要な設備の整備を掲

げており、研究費については、「研究費規程」に基づき、支給している。研究費の

執行については、「研究推進委員会」において「学内研究費執行ルール」を作成し、

適切に運用している。また、学内の競争的資金である学内研究助成費については、

「学内研究助成費公募要領」に則ってその採否を決定している。加えて、科学研究

費補助金の申請にあたっては、申請希望者に向けた説明会を実施しているほか、個

別に質問を受け付けるなど、研究者を支援しており、教育研究活動の促進を図って

いると判断できる。 

専任教員には、個室の研究室を配備し、「相模女子大学研究専念期間利用制度の

利用に関する規程」を整備して、研究に専念できる環境を整えている。また、大学

院学生が学部の授業補助を行うティーチング・アシスタント制度を導入している

ほか、スチューデント・アシスタント制度を設け、新入生オリエンテーションにお

ける履修登録の際に、上級生が下級生の履修相談に応じるなどの取り組みを適切

に行っている。 

 

⑤ 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組みとしては、「相模女子大学・相

模女子大学短期大学部における研究活動に関する行動規範」を制定し、研究者とし

て真摯に取り組むべき姿を定めている。このほかに、相模女子大学・相模女子大学

短期大学部共通の「研究倫理規程」「公的研究費の運営・管理規程」「研究活動に係

る不正防止規程」等研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程を適切に整備し

ている。 

研究倫理確立のため、専任教員を対象とした研究倫理研修会を開催し、受講を義

務付けているほか、公的研究費を申請する際、日本学術振興会が提供する eラーニ

ングの受講を義務付けている。なお、これについては、大学院学生や公的研究費を

扱う事務担当者にも受講を課しており、学部学生については、卒業研究等で科目担

当教員が研究倫理等について指導していることから、適切に研究倫理の涵養を図
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っているといえる。 

研究倫理に関する学内審査機関については、「ヒトを対象とする研究倫理規準」

「ヒトを対象とする研究に関する倫理審査委員会規程」「動物実験に関する規程」

「相模女子大学遺伝子組換え実験に関する規程」等を定め、規程に基づき研究の適

切性について審査している。 

 

⑥ 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究等環境の適切性の点検・評価については、学術研究支援課を含む担当事

務局による書面に基づく適切性の検証並びに内部監査室による監査を実施してい

る。また、研究資金交付額の上位数件に関しては現物照合やヒアリングによる特別

監査を実施している。改善事項がある場合は、「研究推進委員会」において審議の

うえ、学内研究費執行ルールを見直すなどの対応をしている。このほか、動物実験

については、自己点検・評価を実施し、公益社団法人日本実験動物学会の動物実験

に関する外部検証事業による検証結果とともに大学ホームページにて公開してい

る。この外部検証結果に基づいて「動物実験委員会」において、指摘事項の改善に

努めている。 

 

９ 社会連携・社会貢献 

＜概評＞ 

① 大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する

方針を明示しているか。 

社会連携活動に関する基本的な方針として、スローガンや教育目標に則り、「社

会連携活動ポリシー」を定めている。このポリシーにおいて、「社会との様々な連

携をより一層推進し、大学としての社会的責任を果たす」ことを明示し、「社会連

携活動は、社会貢献を目的とし、教育・研究機関、地方自治体、民間企業などと連

携して行う地域連携、産学官連携、生涯学習」に取り組むなどの６項目を示してい

る。これらの方針は、大学ホームページで広く社会に公表している。 

 

② 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組み

を実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

学生が社会連携活動に積極的に取り組むことができるよう、上述したポリシー

に則り、相模原市との包括的な連携を始めとする多くの学外組織との連携体制を

構築し、社会が抱えるさまざまな課題解決を目的とした取り組みを進めている。地

域課題を解決すべく、従来の社会貢献活動を発展させ、2018（平成 30）年度に「夢

をかなえるセンター」を開設し、これまでの地域ボランティアや海外交流などの学
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生のキャリア形成と連動した活動を「Sagami チャレンジプログラム」として取り

まとめ、地域・企業との協働による伝統文化・食・農業などの多様な地域活性化に

取り組んでいる。また、学生による活動参加前の自己分析・目標設定や参加後の振

り返りのほか、卒業生・外部講師などのアドバイザーによる支援を組み込んだ「マ

ーガレットスタディ」の学習方法を構築し、社会貢献による体験を通じた自主的な

キャリア形成につなげるべく活動を深化させていることは高く評価できる。また、

2016（平成 28）年度から導入した副専攻制度である「学科横断プログラム」では、

キャリア形成のための体系的なプログラムとして、指定科目群を履修したうえで

各種指定プロジェクトに参加することにより学生主体の地域社会への貢献活動が

行われている。さらに、国際教育の取り組みとしては、「国際プログラム」「外国語・

英語教育プログラム」「異文化理解プログラム」の３つの区分において全学的な取

組みをそれぞれ展開している。 

このほか、教育研究成果を社会に還元するために、栄養科学部健康栄養学科と企

業との共同により研究開発した「名古屋コーチン味噌煮」が宇宙航空研究開発機構

（ＪＡＸＡ）にて宇宙日本食として認定されるなど、産学連携や産官学連携のさま

ざまな取り組みを行っている。 

なお、2020（令和２）年度に専門職大学院として社会起業研究科を開設し、地域

社会に貢献できるソーシャル・アントレプレナーの育成及びソーシャルビジネス

開発の研究と実践を始めている。当該研究科には大学の卒業生や事務職員も入学

しており、卒業生とともに社会貢献活動を行う体制が整いつつあり、今後、学修・

研究の成果が、さらなる社会貢献活動へつながることが期待される。 

 

③ 社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

社会連携・社会貢献の適切性の点検・評価については、連携教育推進課が「学生

生活実態調査」「活動報告書」等の結果を総合的に勘案し、取り組みの効果や状況

を確認することに加え、「社会連携推進委員会」が取り組みの状況を確認・分析し、

「点検評価報告書」にまとめ、「自己点検評価委員会」に提出することで、定期的

な点検・評価を行い、学生が社会貢献活動を行いながら社会人基礎力を向上させる

ことができるよう改善を行っている。今後は、新しい内部質保証システムのもとで、

さらなる特色の伸長に努めることが期待される。 

 

＜提言＞ 

長所 

１）地域課題を解決すべく、従来の社会貢献活動を発展させ、「夢をかなえるセンタ

ー」を開設し、これまでの地域ボランティアや海外交流などの学生のキャリア形
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成と連動した活動を「Sagamiチャレンジプログラム」として取りまとめ、地域・

企業との協働による伝統文化・食・農業などの多様な地域活性化に取り組んでい

る。また、学生による活動参加前の自己分析・目標設定や参加後の振り返りのほ

か、卒業生・外部講師などのアドバイザーによる支援を組み込んだ「マーガレッ

トスタディ」の学習方法を構築し、社会貢献による体験を通じた自主的なキャリ

ア形成につなげるべく活動を深化させていることは評価できる。 

 

10 大学運営・財務 

（１）大学運営 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要

な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

中長期的な学園（法人）の方針である「Sagami Vison 2020」では、経営基盤を

確立する計画として、「人事・組織計画、教育環境整備計画、財政計画、学園広報

計画、収益事業計画、危機管理計画」を定めている。また、大学・大学院・短期大

学部における教育構想を実現する計画として、「教育目標の共有と具現化」「新しい

教育体制の確立」「教育課程の整備と教育内容の向上」「学習環境の整備」「学生支

援の充実」「入学者増に向けた募集の戦略と戦術を策定」について６つの中長期基

本計画を策定している。さらに、これらの計画に対応した年度ごとの事業計画を策

定し、大学運営に取り組んでいる。これらの経営基盤及び教育構想を実現する計画

は大学ホームページを通じて広く社会に公表するとともに、教員・職員それぞれの

集会の機会を通じて周知を図っている。 

 

② 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、これ

らの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営を行っている

か。 

大学運営を組織的に行うため、大学組織と法人組織の権限及び責任について、

「理事会業務委任規程」において「相模女子大学・相模女子大学短期大学部の教育・

研究に関する業務を学長に委任すること」を定めている。そのうえで、学則をはじ

めとする学内規程を整備し、これに基づき、大学評議会や教授会、「学長室会議」

及び各種の全学的な委員会を設け、それぞれの組織の権限及び役割を明確に定め

ている。 

学長の権限及び責任は、「相模女子大学学長並びに相模女子大学短期大学部学長

の職務に関する規程」において、すべての校務に関する最終的な決定権を有すると

ともに、その責任を負うと定め、選任方法については、「相模女子大学学長・相模

女子大学短期大学部学長選考規則」等に基づき、専任教員の選挙によって行うとし
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ている。同様に、副学長については「副学長に関する規程」において権限を定めて

いる。なお、学部長及び研究科長については、「学部長選定通則」及び大学院学則

でその選定方法を定めているものの、権限についての定めはなく改正の必要性を

認識していることから、速やかな改正を期待したい。 

 

③ 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

予算編成については、理事会で決定した予算編成方針に基づき、予算編成案を策

定し、理事会での審議を経ることになっている。その後、評議員会に諮り、理事会

にて事業計画とともに議決する手続となっている。 

予算の執行については、予算執行システムを用い、各部署の所属長が予算状況を

確認・承認して、学園事務部経理課において適切に予算執行されているかを確認し

ている。 

 

④ 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な

事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。 

大学運営にかかる事務組織については、「学校法人相模女子大学経営管理機構並

びに職制規程」に基づき編成しており、業務分掌は「学校法人相模女子大学経営管

理分掌細則」に定めている。 

職員の採用については「事務職員採用手続規程」に基づき実施しており、昇任に

ついては指針や規程等の定めはないものの、人事評価結果などを参照し総合的に

判断し、適切に行われている。また、「事務職員人事評価規程」に基づき、職員に

対する業務評価及び処遇の改善を行っている。さらに、人事評価は、目標管理制度

を組み込んで実施しており、翌年度の昇給に評価結果を反映している。 

 

⑤ 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の向

上を図るための方策を講じているか。 

職員の資質向上を図るためのスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）活動につい

ては、「職員研修規程」及び毎年度の研修計画に基づき「全体研修」や「階層別研

修」「業務別研修」「学外研修」といった研修を実施しており、意欲及び資質の向上

を図るための方策を適切に講じている。 

また、教員のＳＤについては、「学長室会議」において、年度の教員ＳＤ実施計

画を定め、学長等の役職者を対象とした大学改革懇談会の実施や外部機関が実施

する研修に参加している。ただし、役職者以外の教員に対するＳＤについては、単

発での研修機会を設けているものの、教職員の教職協働による大学運営及びその

ために必要な知識・技能等の涵養に向けた体系的な研修としては不十分なため、今

後は役職者以外の教員に対しても体系的かつ計画的なＳＤを実施することが望ま
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れる。 

 

⑥ 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

大学運営に関する適切性の点検・評価については、「相模女子大学内部質保証に

関する規程」に基づき、「質保証委員会」が点検・評価し、改善を行っている。こ

の改善プロセスは、「2020年度相模女子大学点検評価報告書」を「自己点検評価委

員会」に提出したのち、「質保証委員会」へ報告している。例えば、2019（令和元）

年度の自己点検・評価で課題としていたＩＣＴ環境の整備については、新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大予防に向けたオンライン授業等の緊急対応を通じて大き

く進められているほか、専任職員の中途採用や事務局内に新たに情報システム課

を設置したりするなどの体制強化を行っている。引き続き、新たな内部質保証シス

テムのもとで、適切な大学運営に向けて取り組むことが期待される。 

監査については、法令で求められる監査に加えて、理事長直轄の内部監査室によ

る監査体制を整備している。この監査は「学校法人相模女子大学内部監査規程」に

おいてプロセスが定められており、内部監査年次計画に基づき、事業年度ごとに対

象とする部門に対して、業務及び制度が法令及び学内諸規程に基づき、適正かつ効

率的に運営されているかについて、書面及び実地での監査を行っている。 

 

（２）財務  

＜概評＞ 

① 教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定している

か。 

2013（平成 25）年に 2020（令和２）年の創立 120周年のありたい姿をまとめた

「Sagami Vision 2020」を制定し、これに基づく経営計画による中長期基本計画を

策定し、柱の１つとして安定した経営基盤の確立を掲げている。これに基づき、財

務シミュレーションを行い、財務関係比率の推移見込みを把握し、2020（令和２）

年度の予算編成時には予算説明書として主要な財務関係比率の目標値も定めてい

る。しかし、現状分析により抽出された課題の改善に向けた目標の設定や、財務関

係比率に関する指標又は目標の設定は、中・長期の財政計画における到達目標とし

ては示されていないことから、中・長期の財政計画を適切に策定しているとはいえ

ない。「Sagami Vision 2020」は 2020（令和２）年度までの計画であることから、

今後は、課題解決に向けた具体的な数値目標を明確にした中・長期の財政計画を策

定することが望まれる。 

 

② 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立している
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か。 

財務関係比率については、「文他複数学部を設置する私立大学」の平均と比べて、

法人全体及び大学部門において、人件費比率が高く、教育研究経費比率が低くなっ

ている。一方、事業活動収支差額比率は継続して同平均を上回っているほか、貸借

対照表関係比率では純資産構成比率や流動比率も同平均と比べ下回りつつも微増

傾向で推移している。加えて、「要積立額に対する金融資産の充足率」は一定水準

を維持していることから、教育研究活動を安定して遂行するために必要な財政基

盤を確立しているといえる。今後、安定的な学生生徒納付金収入の確保の維持を図

るとともに、総負債比率の減少の実現に向けて計画を策定し、取り組むよう検討が

求められる。 

外部資金の獲得については、恒常的な募金活動として「マーガレット募金」を実

施しており、さらに、文部科学省科学研究費補助金等の獲得のための取り組みを強

化するなど、積極的な資金獲得に取り組んでいる。これらの活動を継続して実施し、

財政基盤の充実に向け、成果を上げることが期待される。 

 

以 上  
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